
平成 30年度 第 1期 工事監査実施計画

第１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく定期監査 

第２ 監査の対象部署 

   建 築 部  公共建築第１課 

   都市政策部  新潟駅周辺整備事務所 

   土 木 部  東部地域土木事務所、西部地域土木事務所 

  監査実施工事の関係部署 

第３ 監査の実施期間

   平成３０年３月１２日～平成３０年９月下旬

第４ 監査の実施体制

   監査委員事務局の工事担当を建築・土木の２班体制で実施する。なお、監査内容によっ

ては、適宜、人員の再配置を行う。

第５ 監査の範囲

平成２９年度に契約した工事を対象とする。 

なお、必要があると認める場合は延長または過年度遡及する。 

第６ 監査の方法と主な実施手続   

監査の範囲のうちから契約額、工種、進捗率、設計変更の有無等を基に工事を抽出

し、工事が設計図書どおりに施工されているか、実施設計が適切になされているかを

基本に、安全性、経済性、効率性、有効性の観点にも留意し、関係書類の審査、聴き

取り調査及び現地調査を実施する。 

第７ 監査の主な着眼点

  １ 設計は設計指針、技術基準、積算基準等に基づき適切に行われているか。

  ２ 設計は十分な現地調査が行われ、現場条件に合致した適切なものとなっているか。

  ３ 設計及び工事内容は、長寿命化や将来における維持管理などが考慮されているか。

  ４ 受託者との打合せや協議は、書類により適正な手続きで行われているか。

   また、設計委託成果品の履行の確認は適切に行われているか。

  ５ 工事請負契約は適正に行われているか。

  ６ 関係機関との調整は適切に行われているか。

  ７ 工程管理、安全管理は適切に行われているか。

  ８ 各種承諾図書、工事記録写真等の提出書類は適正に作成、管理されているか。

  ９ 工期変更、設計変更の理由・内容・時期は適切か。 


